
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだ着られる子ども服 捨てないで！ 

おうちに眠っている子ども服を 

喜んで着てくれる方へ つなぎませんか？ 
期 間 ９月１日（木）～９月３０日（金） 

物 品 ①子ども服：新生児～150 サイズ（下着、汚れ、痛みの大きい物は対象外） 

     ※帽子、手袋、マフラーなどの服飾小物もＯＫです！ 

    ②おもちゃ（大きく破損している物、ぬいぐるみは対象外） 

③絵本（大きく破損している物は対象外） 

場 所 登米市社会福祉協議会本部または各支所へお持ち寄りいただければ幸いです。 

 

  

ご寄付いただいた方には、

おさがりひろばで使える

「３点まで無料交換チケッ

ト」を進呈します！ 

集まったおさがりは職員が

１枚ずつ検品し、消毒致し

ますので、安心してご寄付

下さい。 

集
ま
っ
た
お
さ
が
り
で
… 

2022 年 10 月 22 日(土) 
時間：10：00～15：00  場所：迫体育館アリーナ 

おさがりひろば 
・ご寄付いただいたおさがりは必要な方へ安価で提供し、売上げの全額を赤い羽根共同募金へ寄付

します。 

・また、売れ残った場合は「古着 de ワクチン」へ寄付します。（日本リユース㈱を通じ、開発途上

国へ送り再利用される他、開発途上国の子どもたちへポリオワクチンに変え届けられます。） 

親子でふれあいコーナー（腹話術を楽しもう！・パペットを作ろう！ 

オリジナル缶バッジを作ろう！ふくまるぬりえコーナー） 

社会福祉協議会事業
しゃかいふくしきょうぎかいじぎょう

パネル展示 

盲導犬
もうどうけん

がやってくる！（盲導犬募金）、だがし屋コーナー（50 種類以上のだがしを用意） 

デイサービスのレクリエーショングッズで遊んでみよう！ 

ふくまると一緒に写真をとろう！（幸福を皆さんにもおすそわけ♥） 

当日は、新型コロナウイルス感染対策を万全にして実施しますが、今後の感染状況により、内容変更や開催中止

となる場合がありますのでご了承下さい。ご来場前に登米市社会福祉協議会ホームページまたは登米市社会福祉

協議会 Facebook にて最新の情報をご確認下さい。 

登米市社協ﾏｽｺｯﾄ 

ふくまる 
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社会福祉法人 登米市社会福祉協議会 石越支所        電話番号 0228-34-2501 

〒989-4703 登米市石越町南郷字新石沢前 47番地の 3   FAX 番号 0228-34-3970 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

登米市社会福祉協議会では、毎年 10 月 1 日から始まる「赤い羽根共同募金運動」で皆様からご協

力いただいた募金を財源とした子育て支援事業を実施しています。 

登米市に住所を有し（6か月経過）満 1 歳のお誕生日を迎えたお子さんを対象に支援金 5,000円を

贈呈します。 

※満１歳の誕生日から満 2歳の誕生日前日までのお子さんが対象。２歳の誕生日を迎えた方は受付

できませんのでご了承下さい。 

皆様からお寄せいただきました善意を大切なお子様のためにお使いいただければ幸いです。 

≪申込方法≫ 

申請書は乳児検診で配布される他、社協各支所にてお配りしています。 

１歳の誕生日以降に申請書を社協石越支所へ持参してください。（1子につき 1回です） 

FAXでの受付はできません。 

≪必要なもの≫ 

・お子さんの住民票(筆頭者記載、省略なしでもらってください)・印鑑(シャチハタ不可) 

・免許証等（身分を証明するものができるもの） 

登米市社会福祉協議会では、今回の大雨被害に遭われた市民の皆様へ見舞金を進呈することといた

しました。下記要件に該当する場合、社協各支所に申請願います。 

≪対象世帯≫ 

床上浸水の被害を受けた下記のもの 

① 住 居 （空き家や小屋など非住家は対象外）   

② 事業所 

≪見舞金額≫ 

 １世帯につき１０，０００円 

≪申請方法≫ 

 社協各支所に申請書がありますので、記入いただき、罹災証明書もしくは被災証明書の写しを添付

し提出してください。 

※万が一、罹災証明書等を紛失した場合は、総合支所窓口等で再発行（無料）できますので、申請

した窓口で再発行の手続きを行ってください。 

※見舞金については、申請書類を確認後、後日お渡しいたします。 

≪申請期間≫ 

 令和４年１０月３１日（月）まで 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、今年度もチャリティー

バザーを中止とさせていただきましたので予めご了承願います。 

来年度、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。 

『リサイクルチャリティーバザー中止のお知らせ』 

 


